
山鹿市企業立地に関する支援制度 手続きフロー

企業 山鹿市

工場等新設・増設の相談、意思決定
（企業誘致）

適用工場等指定申請
工事着手の

30日前まで 審査

適用工場等指定書の交付工事着工

工事竣工・事業開始

事業開始届 受理

毎年（3年間）

１月１日固定資産税賦課期日

課税免除

1月末

まで

課税免除申請
（その他関係書類）

（税務）

審査

納付の翌年度

（3年間）

4月末

まで

固定資産税納付 （税務）
収納

工場等設置奨励金
交付申請

審査

奨励金交付決定書・
奨励金交付

（企業誘致）

雇用奨励金

事業開始から

1年と30日後まで

雇用奨励金
交付申請

審査

奨励金交付決定書・
奨励金交付

（企業誘致）

（税務）

用地奨励金 （企業誘致）

審査

奨励金交付決定書・
奨励金交付

設置奨励金

受領

受領

受領

申請案内

事業開始から

30日後まで

※分割交付の場合は、

３年以内の期間で同様

用地取得奨励金
交付申請

課税免除決定通知 4月中


